
一

 

（
農
林
水
産
委
員
会
）

 
日
本
中
央
競
馬
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

　

本
法
律
案
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
の
経
営
の
持
続
性
の
確
保
の
た
め
、
そ
の
保
有
す
る
施
設
又
は
設
備
の
外
部
に
よ
る
有
効

利
用
、
剰
余
金
の
う
ち
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
金
額
の
決
定
方
法
等
の
変
更
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

 

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
日
本
中
央
競
馬
会
の
役
員
の
欠
格
条
項
の
一
部
廃
止

日
本
中
央
競
馬
会
（
以
下
「
競
馬
会
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
物
品
の
売
買
等
を
業
と
す
る
者
で
あ
っ
て
競
馬
会
と
取
引

上
密
接
な
利
害
関
係
を
有
し
て
い
た
法
人
の
役
員
等
に
つ
い
て
の
欠
格
条
項
の
一
部
（
競
馬
会
の
役
員
へ
の
任
命
の
日
以
前

一
年
間
に
お
い
て
こ
れ
ら
法
人
の
役
員
等
に
該
当
し
た
者
は
、
競
馬
会
の
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
を
廃
止
す
る
も

 

の
と
す
る
。

 

二
、
競
馬
会
が
保
有
す
る
施
設
又
は
設
備
の
外
部
に
よ
る
有
効
利
用

競
馬
会
は
、
他
の
業
務
の
円
滑
な
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け

て
、
競
馬
会
が
保
有
す
る
施
設
又
は
設
備
を
一
般
の
利
用
に
供
し
、
又
は
賃
貸
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す



二

 

る
。

 
三
、
剰
余
金
の
う
ち
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
金
額
の
決
定
方
法
等
の
変
更

１　

競
馬
会
が
事
業
年
度
ご
と
に
生
ず
る
剰
余
金
か
ら
特
別
振
興
資
金
に
充
て
る
金
額
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
、
毎
年
度
政

令
で
定
め
る
方
式
を
、
認
可
を
受
け
た
事
業
計
画
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
定
め

 

る
方
式
に
変
更
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

２　

１
に
伴
い
、
特
別
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
額
の
決
定
方
法
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

 

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

 

す
る
。
た
だ
し
、
一
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


